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第５回理事会 ご報告 

日  時 令和 6 年 1 月 27 日（土）10：10～12：30 ふれあい会館 81 会議室 

出 席 者 役員・理事：１３名 副理事：５名 傍聴：１名  欠席の理事：２名 

１ 報告事項 

 １）市民レクリエーション大会実績報告について   

→・１０地区自連 13 箇所で実施。参加者数：３２７０名。 

行政には実績報告済。 

 

２）市内一斉防犯パトロール実施報告について       

  ・実施期間  ：令和５年１２月３日（日）ほか、１２月上旬から下旬。 

  ・延べ参加人数：６７３名 

 

 ３）市自連組織について 

 （１）地区自連の再編 

    →・入谷第 1 や相武台等、幾つかの地区自連に再編の動きがある。 

      地区自連の総会を経て決まること。  

 （２）既存単独自治会の市自連への再加盟 

    ・令和５年１２月に市民協働課が単独自治会に市自連からの文書を添付して、 

文書を出した。      

    ・再加盟に向けて動いている自治会がある。自治会の総会議案なので、役員が 

1/29 以降、単独自治会側とコンタクトをとり、市自連再加入を直接働きかけ 

たいと考えている。    

 （３）自治会長等情報の開示（R5.9.8～R6.1.22）  

    ・開示件数：８６件  

 

 ４）「市自連ニュース」第３４号について 

記事・市との意見交換会 

  ・各種補助金活用事例 

  ・環境関連 

  ・自治会活動の紹介 等 

    →・第６回理事会で地区自連に配布予定。 

 

５）令和６年度市自連定期総会について                

 （１）代議員総数：２５１名    

    算定基準日：令和５年１０月１日（市自連規約細則第３条に依拠） 

    代議員名簿報告書提出期限：４月１９日（月） 

    ※第８回役員会で総数を２４９名と報告し、メールで送信した議事録にも 

そう記載したが誤り。お詫びして訂正します。 
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    →・第６回理事会で報告の用紙は配布する。フォーマットは市自連ホームページの 

「お役立ちツール」からダウンロードできる。 

（２）定期総会までのスケジュール          

    →・日時：令和６年５月２５日（土）１４：００～１６：００ 

      場所：ハーモニーホール座間 小ホール 

     ・第６回理事会で新理事（正副）の報告用紙を配布する。 

      提出期日は 4/12。令和６年度役員候補者の選考があるため、期日は早めの 

設定になっている。 

     ・新旧理事会が４月２７日（土）にあるが、副理事の出席を求めるかは役員会で 

      明確にし、周知する。 

 

６）市との意見交換会について  

（１）第４回開催日：１月１６日（火）  

    協議事項：広報掲示板の緊急修繕について 

    →・行政に要望した。市民協働課では市自連への補助金も含め、現在、財政課と 

      次年度予算案について折衝中。   

 （２）第５回開催日時 ：３月２２日（金）１３：３０～１５：３０ 

    協議事項案締切日：３月  １日（金） 

    →・案は、メール等で事務局に出してほしい。 

 

 ７）県央三市自治会連絡会について                  

  日 時：２月９日（金）１５：００～１７：００               

  場 所：海老名市役所 ７０２会議室 

  出席者：湯浅、清原、谷口 事務局）後藤、市民協働課             

  市自連の内容：今年度の活動状況について 

→・現在、湯浅会長が発表向け資料を作成している。            

 

２ 協議事項 

１）能登半島地震の義援金について   

   →・協力単位は単位自治会ごととし、自治会としての活動としたい。 

金額は任意であり、各戸から集めるのではなく、自治会の予算が許す範囲で 

協力してほしい。 

    ・領収書は市自連から出す。 

    ・理事会で配布した資料を自治会への依頼文書としてそのまま使用することは 

できないので、記載内容をもとに編集し、地区自連から単位自治会に伝えて 

ほしい。 

    ・お預かりした義援金は座間市の自治会からとして被災地の自治会組織に直接渡し 

たいが、具体的なことは未定。 
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 ２）市自連規約、細則、規程等の改定案について           

（１）規約・細則・規程類管理規程（案）と規約・細則・規程等管理台帳 

    →・これまでルールがなかったので、体系や書式、規程類の管理の仕方について 

ルールを定めたい。 

     ・細則や規程等のタイトルから組織名「座間市自治会総連合会」は削除する。 

    →・案の内容で理事会として承認し、即日施行となった。 

 （２）規約改定（案）、細則改定（案）  

    →・規約改定案は、現在、市自連に加盟していない単独自治会や今後、地区自連 

退会を考える単位自治会を市自連に取り込む、留まらせることが主目的。 

       ▷規約類で用いる用語の定義を明確に定める。 

       ▷「理事会の職務」に細則の改廃に関する提案審議が明記されていないので、 

        それを盛り込む。 

       ▷「役員会の職務」に規程の改廃の議決を盛り込む。 

       ▷地区自連再編の動きは今後も予想されるため、地区自連を記載した別表は 

        細則に移す。 

    →・内容について、理事会として了解。 

     ※規約改定案は５月の市自連定期総会の議案になる。 

    →・細則改定案は、部会の活動項目について、固定的な捉え方や活動にならない 

ように、部会によっては「例示」の表記にしたい。 

     ・細則以外の規程類は役員会で諮り決定し、理事会に報告する、としたい。 

    →・細則改定案の内容について、理事会として承認。  

 （３）会員証規程（案）、優待制度規程（案）  

    →・一本であったルールをそれぞれに分けて、規程とした。 

    →意見１．会員証の自治会名記載欄が小さいので、枠を広げてほしい。 

       ２．有効期限が１年だと毎年度作成コストがかかる。有効期間の設定は 

         コスト以外にも配布の手間等、様々な要素を検討して決めるのがいい。 

     回答：役員会で協議する。 

 （４）自治会キャラクター「つぼみん」利用規程（案）  

    →・新規に作成する規程。 

     ・自治会で「つぼみん」を有効利用してほしい。 

キャラクターのデザイン改編はコストが発生するので、市自連が行うと明記 

した。 

    →・内容について、理事会として承認、即日施行。 

 

（５）市民レクリエーションに関する規程（案）  

    →・スポーツ中心の市民レクからより多様な親睦事業にまで適用できるように 

      するため、現在の「基本方針」は廃案にし、新たに「規程」を作成する。 

    →意見１．「内容」についてあまり詳細に記載しなくても良いのではないか。 

         100 名以上で実施すると規定するので、自ずと内容は決まってくる。 

     結論１．「内容」の「バーベキュー」から「クリスマス会」までは削除する。 
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     意見２．事業費として認める範囲を規定してはどうか。例として、換金性のあ 

         るものは禁止にする、人件費として認める範囲等の明示等。より具体 

         的にしてほしい。 

     回答２．役員会で検討する。 

     意見３．自治会員以外の参加は受け入れるべきではないか。補助金を交付され 

         ているので拒むのはどうかと思うし、子ども達が参加してくれないと 

         成り立たない側面はある。 

       ４．補助金は交付されているが、当然自主財源もある。企画や準備段階で 

         汗をかいているのは自治会員。ただ「参加したい」は釈然としない。 

     結論：それぞれ当事者がどう考えるかであり、市自連として方針は出せない。 

    →・令和６年度は、例年通り９月から１１月位の開催時期で実施することになる。令

令和７年度は、６年度１０月位までに実施主体側で予算案を出してくれれば、も

もっと早い時期に行政に補助金申請ができ、必然的に実施主体への市自連から 

の補助金交付も早くなると思う。 

 

３）令和６年度広報「ざま」への寄稿について           

 ・地区自連への割り当て順番案                       

    →・令和６年度分のうち、4/15号は市自連環境部会が寄稿の記事を作成する。 

    →・残り１１枠は順序表通りで理事会として承認。 

      5/15 号：ひばりが丘地区、   6/15 号：南栗原地区、 

      7/15 号：東原・さがみ野地区、 8/15 号：相模が丘地区、 

      9/15 号：栗原地区、     10/15 号：新田宿・四ツ谷地区 

      11/15 号：座間地区、     12/15 号：入谷第１地区 

      1/15 号：入谷第２地区、    2/15 号：立野台地区、  

3/15 号：緑ケ丘地区 

     ※地区自連再編の影響があれば、その時点で調整する。 

     ※相武台地区と小松原地区の割り当てはなし。 

 

３ その他 

１）事務局について 

（１）令和６年１月から職員が１名増え、３名となった。 

 （２）２月からの開業する曜日・時間 

    ・2/1～2/16：火、木、金 ・10：00～17：00（休業：土日祝と月、水） 

    ・2/19 以降：火～金   ・ 9：30～17：00（休業：土日祝と月） 

 

４ 本日の議案の確認  

 ・配布した資料「令和５年度管轄区域の交番担当自治会」（防犯部会作成）は、 

  参考にしてほしい。  

                      以 上 

 


